
     

令

和

七

年

四

月 

        
 

 

令
和
七
年
四
月
文
京
区
議
会
臨
時
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第
九
十
二
号 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

５
頁 

議
案
第
九
十
三
号 

 

土
地
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
頁 

  
目 

 
 

 
 

次 
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議
案
第
九
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
中
「
エ
」
を
「
ウ
及
び
オ
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
」
を
「
（
ウ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
」
に
改
め
、
同
号
エ
中
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
の
下
に
「
（
以
下
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
号
エ
を
同
号
オ
と
し
、
同
号
ウ
中
「
又
は
」
を
「
（
ウ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
」
に
改
め
、
同
号
ウ
を
同
号

エ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ウ 

二
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
〇
・
一
二
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
か
つ
最
高
出
力
が
四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

年
額 

二
千
円 

第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
身
体
障
害
者
又
は
」
を
「
身
体
障
害
者
若
し
く
は
」
に
、
「
を
提
示
」
を

「
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
運
転
免
許
証
又
は
免
許

情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
示
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。 
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第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
中
「
の
番
号
、
交
付
年
月
日
及
び
」
を
「
又
は
道
路
交
通
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
免
許
情
報
記
録
」
と
い
う
。
）
の
番
号
、
運
転
免
許
の
年
月
日
、
運
転
免

許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
二
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た
と
き
は
、
当
該
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に

記
録
さ
れ
た
特
定
免
許
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
六
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

  

（
説 
 

明
） 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。 
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議
案
第
九
十
三
号 

 
 

 

土
地
の
取
得
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

土
地
の
取
得
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
土
地
を
取
得
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

取

得

の

目

的 
 

区
立
学
校
改
築
工
事
期
間
中
の
代
替
用
地 

二 

土

地

の

表

示 
 

所
在 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
番 

三
十
六
番
一
外
三
十
筆
（
別
紙
の
と
お
り
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
目 

学
校
敷
地
及
び
宅
地
並
び
に
公
衆
用
道
路 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
積 

学
校
敷
地
及
び
宅
地 
六
、
四
〇
二
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

公
衆
用
道
路 

二
九
平
方
メ
ー
ト
ル
（
持
分
三
分
の
一
） 

三 

取

得

価

格 
 

金
百
三
十
八
億
円 

四 

相

手

方 
 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目
四
十
六
番
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
法
人
三
室
戸
学
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
長 

三
室
戸
東
光 
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（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 
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別
紙 東

京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

所 
 

在 

百
二
十
六
番
十
二 

百
二
十
五
番
一 

三
十
六
番
二
百
七
十
四 

三
十
六
番
二
百
五
十
八 

三
十
六
番
二
百
五
十
三 

三
十
六
番
二
百
五
十
二 

三
十
六
番
二
百
五
十
一 

三
十
六
番
二
百
五
十 

三
十
六
番
二
百
四
十
七 

三
十
六
番
百
九
十
七 

三
十
六
番
七
十
四 

三
十
六
番
五
十
八 

三
十
六
番
五
十
七 

三
十
六
番
一 

地 
 

番 

宅
地 

学
校
敷
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

公
衆
用
道
路 

宅
地 

宅
地 

宅
地 地 

 

目 

三
〇
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
、
三
三
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
七
八
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

〇
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

六
九
九
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

六
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
三
・
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
六
七
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
三
二
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
九
平
方
メ
ー
ト
ル
（
持
分
三
分
の
一
） 

七
一
・
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
、
一
九
二
・
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

八
〇
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

地 
 

積 
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東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

百
二
十
六
番
三
十 

百
二
十
六
番
二
十
九 

百
二
十
六
番
二
十
八 

百
二
十
六
番
二
十
七 

百
二
十
六
番
二
十
六 

百
二
十
六
番
二
十
五 

百
二
十
六
番
二
十
三 

百
二
十
六
番
二
十
二 

百
二
十
六
番
二
十
一 

百
二
十
六
番
二
十 

百
二
十
六
番
十
九 

百
二
十
六
番
十
八 

百
二
十
六
番
十
六 

百
二
十
六
番
十
五 

百
二
十
六
番
十
三 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

宅
地 

三
〇
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

三
六
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

五
五
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
六
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

三
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

六
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
二
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
〇
八
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

四
九
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
四
四
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
一
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

六
・
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

三
〇
・
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

九
三
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

一
〇
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル 
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東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目 

百
二
十
七
番
六 

百
二
十
七
番
五 

宅
地 

宅
地 

一
〇
二
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

七
三
四
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 


